
日本近代法史.日本法制史を受轟している学生に､当時の資料を間近で見てもらう機会

を提供することを目的とし､あわせて区民にも見学していただけたらと患い展示を企画し

ました｡展示する資料はきわめて珍しく他で見る機会もないと患われます｡

講義担当の高木故横は三くだり半と縁切寺の研究でよく知られ､これまで収集した三く

だり半は1 200点に及ぶそうで､そのうち赦捜所蔵のものは200点､さらに明治の離

縁状は4 0点｡そのなかから厳遺して10通､ほかに当時の雷式集3冊など､ 18点を展示し

ます｡展示の一存を紹介します｡

戸籍法施行(明治5年2月)後でも離縁状慣行は存続したo

当時の用文章(書式集)にも離縁状の書式を掲載しているも

のがみられ､しかも同時に戸籍の届け出書式を載せたのもあ

庸倭を　るo左のものは明治10年の『帝国文証大全下』の離縁状

書式である｡表題の下に｢界紙ヲ用ユ｣､本文末尾に｢習い

に任せ三行半｣とある｡明治23年の『明治用文』には､印

紙を貼付し､実印を用いることを明記してい､るo

内容は江戸時代そのままの離縁状､苗字が登場

離縁状も江戸時代そのままのものが散見される｡とはいえ､

江戸時代と異なるのは､氏名を記述するようになったことであ

る｡明治3年9月太政官布告で､平民も苗字が許され､同8年

2月には必ず苗字を唱えることが命ぜられた｡書式では､差出

人たる夫は必ず氏名を書くものとしているが､名宛人である妻

には氏名のときと名だけのときと両様である｡左は夫妻ともに

苗字を記載した離縁状である｡
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